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保護者様へ
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校 長 佐々木 道浩

台風２０号に対する非常措置について

秋暑の候、保護者の皆様におかれましては、ますますご健勝のこととお喜び申し上げます。

さて、現在台風２０号が接近中です。台風により京都市（※テレビやラジオにおいては、「京都南

部」又は「京都・亀岡」地域と報道される場合があります）に「特別警報」「暴風警報」が発令され

た場合には、下記のような措置をとります。テレビ、ラジオ、インターネット等の情報に注意してく

ださい。

記

１．登校前に発令された場合

（１）「特別警報」が発令されたときは、解除されるまで登校を見合わせ、自宅待機させて下さい。

「特別警報」が解除された場合については、以下の措置を取ります。

□午前０時までに解除になった場合は、１３時に登校し、５限始業式・６限国数課題テスト･午後部活動

８月２７日（月）は１限課題テスト･月２～月６授業

□午前０時を過ぎても「特別警報」が発令中の場合は､臨時休業とします。

８月２７日（月）は１限始業式・２･３限課題テスト･月４～月６授業

（２）「暴風警報」が発令されたときは、解除されるまで登校を見合わせ、自宅待機させて下さい。

「暴風警報」が解除された場合については、以下の措置を取ります。

□午前７時までに解除になった場合 平常授業

□午前９時までに解除になった場合 １０時４０分に登校、３限始業式･４限国数課題テスト･午後部活

８月２７日（月）は１限課題テスト･月２～月６授業

□午前１１時までに解除になった場合 １３時に登校、５限始業式･６限国数課題テスト･部活動

８月２７日（月）は１限課題テスト･月２～月６授業

□午前１１時現在、警報発令中の場合 臨時休業

８月２７日（月）は１限始業式・２･３限課題テスト･月４～月６授業

２．在校中に発令された場合

気象状況、帰宅に要する時間、通学路の状況、家庭状況などに十分配慮し、帰宅させるかどう

かを決定します。

以上、お子様にもその旨ご指導いただきますようお願いします。

災害時に電話やメールが使えないことも考えられます。これを機に鍵の受け渡し方法や待ち合わ

せ場所などを家族で相談しておいてください。

上記のような措置をとる場合は、学校のホームページでもお知らせします。




